
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年４月１日の改正道路交通法の施行に伴い、全ての自転車
利用者に対して「自転車乗車用ヘルメット」の着用が努力義務とな
ったことを受け、県教育委員会では、県立高等学校の生徒の命を守
るためのヘルメット着用率の向上を目指して取り組んでいます。 
 令和６年度は、県立高等学校６校を「自転車乗車用ヘルメット着
用推進モデル校」として指定し、ヘルメット着用の取組を加速させ
ていきます。 
 この度は、モデル校での取組に活用する目的で、千葉県自転車軽
自動車商協同組合からヘルメット２４０個（モデル校１校につき４
０個）を寄贈いただきました。 

お問い合わせ先：児童生徒安全課 安全班 電話：０４３－２２３－４０９１ 

【令和 6 年度推進モデル校】 

・県立千葉北高等学校  ・県立船橋北高等学校 

・県立流山おおたかの森高等学校  ・県立匝瑳高等学校 

・県立東金商業高等学校  ・県立京葉高等学校 

鈴木 千葉県自転車軽自動車商協同組合理事長（写真右）より冨塚教育長へ（写真左）ヘルメットを寄贈。 

大切に使わせていただきます！ 
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